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目

次

告

示

○
字
区
域
の
変
更

(

市

町

村

振

興

課)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

高
齢
福
祉

保

険

課)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
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の
届
出

(

同

)
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�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
居
宅
介
護
支
援

事
業
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

同

)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出

(
同

)

…

�

○
障
害
福
祉
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ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

障
害
福
祉
課)

…

�

○
保
安
林
の
指
定
予
定

(

林

政

課)

…

�

公

告

○
土
地
改
良
事
業
施
行
の
同
意

(

中
南
地
域

県

民

局)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
八
十
一
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
む

つ
市
長
か
ら
む
つ
市
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

む
つ
市
大
字
大
平
字
荒
川
山
国
有
林
二
八
林
班
ち
小
班
、
二
八
林
班
ほ
１

小
班
で
、
測
量
法

(

昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第
十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
三
三
の

点
か
ら
三
四
の
点
ま
で
の
点
を
順
次
連
結
す
る
線
及
び
三
三
の
点
と
三
四
の
点
を
結
ぶ
線
で
囲
ま
れ

る
区
域
を
大
字
大
平
字
荒
川
に
編
入
す
る
。

む
つ
市
大
字
大
平
字
荒
川

三
三

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
四
七
一
三
・
九
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

二
五
七
四
一
・
七
七
メ
ー
ト
ル

四
二

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
四
六
八
二
・
四
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

二
五
七
四
九
・
三
六
メ
ー
ト
ル

四
三

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
四
六
八
三
・
九
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

二
五
七
七
二
・
二
二
メ
ー
ト
ル

四
四

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
四
六
七
二
・
五
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

二
五
八
二
二
・
八
二
メ
ー
ト
ル

四
五

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
四
六
五
〇
・
五
九
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

二
五
八
六
四
・
一
六
メ
ー
ト
ル

四
六

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
四
六
四
三
・
七
九
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

二
五
八
九
一
・
〇
六
メ
ー
ト
ル

四
七

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
四
六
〇
七
・
二
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

二
五
九
〇
一
・
四
八
メ
ー
ト
ル

四
八

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
四
六
〇
二
・
八
九
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

二
五
九
一
五
・
七
四
メ
ー
ト
ル

四
九

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
四
六
四
三
・
四
五
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

二
五
九
三
五
・
三
七
メ
ー
ト
ル

五
〇

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
四
六
三
五
・
六
一
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

二
五
九
五
一
・
〇
一
メ
ー
ト
ル

三
八

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
四
六
八
八
・
七
一
メ
ー
ト
ル
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Ｙ
座
標

＋

二
五
九
六
二
・
一
六
メ
ー
ト
ル

三
七

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
四
七
〇
二
・
六
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

二
五
九
三
一
・
三
一
メ
ー
ト
ル

三
六

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
四
七
一
八
・
一
二
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

二
五
八
七
五
・
九
八
メ
ー
ト
ル

三
五

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
四
七
三
一
・
六
二
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

二
五
八
二
三
・
七
四
メ
ー
ト
ル

三
四

点

Ｘ
座
標

＋
一
四
四
七
二
六
・
五
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

＋

二
五
七
五
五
・
二
二
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
八
十
二
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
十
三
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十

八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
十
四
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十

五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

合
同
会
社
介

護
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
和

下
北
郡
東
通
村
大

字
白
糠
字
家
ノ
上

四
三
の
四

訪
問
介
護

介
護
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
和

下
北
郡
東
通
村

大
字
白
糠
字
家

ノ
上
四
三
の
四

平
成

��

･

�･

��

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

医
療
法
人
聖

誠
会

弘
前
市
大
字
新
町

一
五
一

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

土
手
町

弘
前
市
大
字
土
手

町
二
一
一
の
五

平
成

��

･

��･

��

社
会
福
祉
法

人
オ
リ
ー
ブ

会

弘
前
市
大
字
鷹
匠

町
一
六
の
一

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

鷹
匠
町

弘
前
市
大
字
鷹
匠

町
一
六
の
一

〃

有
限
会
社
あ

お
ぞ
ら

十
和
田
市
西
十
五

番
町
三
〇
の
六

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

あ
お
ぞ
ら

十
和
田
市
西
十
五

番
町
三
〇
の
六

��

･

��･

��

社
会
福
祉
法

人
博
陽
会

弘
前
市
大
字
小
沢

字
山
崎
四
四
の
九

訪
問
入
浴

介
護

希
望
ケ
丘
訪

問
入
浴
介
護

事
業
所

弘
前
市
大
字
小
沢

字
山
崎
四
四
の
九

〃

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

青
森
保
健
生
活
協

同
組
合

青
森
市
東
大
野
二

丁
目
九
の
二

あ
お
も
り
協
立
病

院

青
森
市
東
大
野
二

丁
目
一
の
一
〇

平
成

��

･

��･

��

青
森
保
健
生
活
協

同
組
合

青
森
市
東
大
野
二

丁
目
九
の
二

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
す

み
れ

青
森
市
中
央
三
丁

目
一
〇
の
二

〃



( )

青
森
県
告
示
第
八
十
五
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
九
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
十
六
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
百
十
五
条
の
九
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
十
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
十
八
号

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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社
団
法
人
慈
恵
会

青
森
市
大
字
安
田

字
近
野
一
四
五
の

一
三

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護

老
人
保
健
施
設
青

照
苑

青
森
市
大
字
羽
白

字
野
木
和
四
五

〃

医
療
法
人
昆
仁
会

八
戸
市
大
字
市
川

町
字
桔
梗
野
上
三

の
八
九

き
き
ょ
う
居
宅
介

護
支
援
セ
ン
タ
ー

八
戸
市
大
字
市
川

町
字
桔
梗
野
上
三

の
八
九
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�･
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社
会
福
祉
法
人
博

陽
会

弘
前
市
大
字
小
沢

字
山
崎
四
四
の
九

社
会
福
祉
法
人
博

陽
会
希
望
ケ
丘
居

宅
介
護
支
援
事
業

所

弘
前
市
大
字
小
沢

字
山
崎
四
四
の
九

��･

��･

��

指

定

介

護

予

防

サ
ー
ビ
ス
事
業
者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
事
業
所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

合
同
会
社
介

護
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
和

東
通
村
大
字
白
糠

字
家
ノ
上
四
三
の

四

介
護
予
防

訪
問
介
護

介
護
サ
ー
ビ

ス
事
業
所
和

東
通
村
大
字
白
糠

字
家
ノ
上
四
三
の

四

平
成

��

･

�･

��

指

定

介

護

予

防

サ
ー
ビ
ス
事
業
者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
事
業
所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

有
限
会
社
あ

お
ぞ
ら

十
和
田
市
西
十
五

番
町
三
〇
の
六

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

あ
お
ぞ
ら

十
和
田
市
西
十
五

番
町
三
〇
の
六

平
成

��

･

��･

��

社
会
福
祉
法

人
博
陽
会

弘
前
市
大
字
小
沢

字
山
崎
四
四
の
九

介
護
予
防

訪
問
入
浴

介
護

希
望
ケ
丘
訪

問
入
浴
介
護

事
業
所

弘
前
市
大
字
小
沢

字
山
崎
四
四
の
九

〃

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
あ

ゆ
み
の
会

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
西
六
丁
目
九
の

一
二
七
八
メ
ゾ
ン

桃
子
一
号

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

す
ま
い
る
工

房

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
西
六
丁
目
九
の

一
二
八
五

平
成

��

･

�･

�



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

平
成
二
十
年
二
月
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
松
神
字
下
浜
松
三
二
の
六

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
深
浦
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

告

土
地
改
良
事
業
施
行
の
同
意

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘
前
市
に
係
る
次
の
土
地
改
良
事
業
の
施

行
に
平
成
二
十
年
一
月
二
十
四
日
同
意
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
六
日

中
南
地
域
県
民
局
長

九

戸

眞

樹

一

事
業
名

基
盤
整
備
促
進

(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備)

二

地
区
名

大
堰

土
地
改
良
事
業
施
行
の
同
意

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘
前
市
に
係
る
次
の
土
地
改
良
事
業
の
施

行
に
平
成
二
十
年
一
月
二
十
四
日
同
意
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
六
日

中
南
地
域
県
民
局
長

九

戸

眞

樹

一

事
業
名

基
盤
整
備
促
進

(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備)

二

地
区
名

古
沢
堰
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